
顔写真を貼付し、返信用封筒に入れて送付。

返信用封筒を紛失された方は、下記へ郵送し

てください。

〒 219-8650
日本郵便株式会社　川崎東郵便局　郵便私書
箱第 2 号　地方公共団体情報システム機構　
個人番号カード交付申請書受付センター　
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温泉スタンド

ご家庭で本格的な温泉を気軽に楽しめます！
営業時間　 9時～17時　毎週水曜日が定休日です。

利用方法　セルフサービスの温泉スタンドです。20リットル100円 (50円単位で販売、

　　　　　 おつりは出ません）。浴槽200リットルにつき20リットルが目安です。

注　意　入浴後、鉄製品等は水洗いしてください。また、温泉の飲用はできません。

　　　　衛生管理のため、塩素滅菌を行っています。

所在地　ときがわ町大字大附870番地3（桃木地区八幡神社から大附方面へ約800ｍ）

問い合わせ　ときがわ町役場産業観光課　℡0493-65-1532（直通）
有料広告募集中　 ご覧いただいている広報ときがわを、あなたのお店やイベントの宣伝に役立てませんか？　☎ 65-0401
配布部数　月約 4,000 部　　　発行日　毎月第 4 金曜日　　　 広告料　1 段 /20,000 円　　1 段の 2 分の 1/10,000 円

スマートフォンで申請する

※「個人番号カード交付申請書」は、平成 27 年 10 月以降、通知カードと一緒に皆さんへ送付しています。

　紛失した方、届いた後に住所・氏名等に変更があった方は、再発行手続きができますので町民課へお問合わせください。

郵送で申請する

申請後のマイナンバーカードの受取は？？

申請後、約 1 か月後に交付通知書が郵送されます。届きましたら交付通知書に記載のある必

要書類をお持ちいただき、町民課の窓口までご本人様がお越しください。本人確認のうえ、暗

証番号を設定いただくと、マイナンバーカードを受け取ることが出来ます。

問  【再発行・受取に関すること】町民課 ☎65-0812
問  【マイナンバー制度に関すること】マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178

  　　　　　　　　　　　　　　　　　    （平日 9 時 30 分～ 20 時・土日祝 9 時 30 分～ 17 時 30 分）

● 本人確認書類になる

申請するには？？

●  マイナンバーを記載して
　 いるカードのことです
●  マイナンバーを記載して
　 いるカードのことです

プラスチック製の IC チップ付きカー

ドで券面に氏名、住所、生年月日、性

別、マイナンバー（個人番号）と本人

の顔写真等が表示されたカードです。

● 本人確認書類になる

公的な本人確認書類として使用す

ることができます。マイナンバー

の提示と本人確認が同時に必要な

場面では、この１枚で済む唯一の

カードです。金融機関における口

座開設・パスポートの新規発給な

ど、様々な場面で活用できます。

個人番号カード交付申請書※に必要事項を記入
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スマホで簡単！
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スマートフォンの

カメラで顔写真を

撮影

登録したメールア

ドレス宛に通知さ

れる申請用サイト

にアクセス

個人番号カード交付申請

書※の QR コードから申請

用サイトにアクセスし、

メールアドレスを登録

画面の案内に従って必要

事項を入力し、顔写真を

添付して送信

オススメ

 空家等をお持ちの方で、管理にお困りの方は下記団体にご相談ください。

　◆ ときがわ町企画財政課（空き家バンクへの登録）
　　  ☎65-0404　　https://www.town.tokigawa.lg.jp 

　◆ ときがわ町シルバー人材センター（屋外の草木伐採等）
　　  ☎66-0220　　http://www.silver-brain.com/saitama/tokigawa/ 

　◆ 空家管理代行「埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度」によるもの
　　・公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会　
　　　☎048-811-1840　　https://www.takuken.or.jp/akiya/ 
　　・公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部　
　　　☎048-866-5225　　http://saitama.zennichi.or.jp/vacant-house/
　※埼玉県のホームページにも上記団体のURLを掲載。【空き家の持ち主応援隊】で検索できます。

 問  建設環境課 ☎65-1539

　売却、賃貸、解体なども
　相談できます。

＊ ポスト（郵便物）の確認

＊ 駐車場や通路・排水溝清掃

＊ 屋根や外壁の劣化目視確認

家は使われなくなると、途端に傷みが早くなります！

ご近所に

迷惑かけたくないな…

空家を放置すると様々な問題が発生しま
す。地域の方の防犯上、防災上の不安を
増幅させる要因になります。

空家の管理は所有者の責任です

・ 空家は個人の財産です。所有者は適正
に管理する義務があります。

・ 第三者に被害を及ぼした場合、空家所
有者は損害賠償などの管理責任を問わ
れます。

 （例）外壁がはがれ落ち通行人が負傷！
 　　　⇒治療費や慰謝料を求められた！

空家の適正な管理をお願いします！

建物倒壊の恐れ

草木の繁茂

鳥獣の棲家

景観の悪化

不法侵入や放火の恐れ

私たちが

お手伝いします！
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